
移民と移民政策

１．移民 概

吉 田 千 里

説

国と国との間を

例えば，賃金や雇

移動することは，

進諸国を中心に，

繰り広げられてい

一般的に移民労

労働者が移動することを，

用機会の格差が原因となって

しばしば見聞きすることであ

彼ら（移民労働者，あるいは，

る。

働者の多くは未熟練労働者で

「国際労働移動」と呼んでいる

，途上国から先進国へ労働者

る。しかし，近年は，欧米の

移民）を排斥する運動が数多

あるが，先進国は基本的には

。

が

先

く

こ

れらの移民を受け

が移民の流入に反

量に入国すると，

の賃金も下落する

の多くは，合法的

法移民」と呼ばれ

入れることを禁止している。

対していることが主たる原因

先進国の未熟練労働者の雇用

からである。したがって，未

な労働者ではないことにな

ている。

これは，先進国の未熟練労働

である。なぜならば，移民が

機会が失われるだけでなく彼

熟練労働者としての移民労働

り，「不法就労者」あるいは

者

大

ら

者

「不

また，近年，東

（テロ）によって

り安全な地域（西

モスクワ発の旅客

によると，チェチ

欧諸国や中近東諸国で起こ

も，移民は発生する。これら

欧諸国）に身をおこうとする

機２機が相次いで墜落する事

ェン・テロリストによる犯行

った，戦争，内乱，テロリズ

の地域に住んでいた人々は，

からである。 年８月 日

故があった。これは，一部報

であるとの憶測が広がってい

ム

よ

に

道

る。

（ ）



今後，この事故がロシア人

は否定できないだろう。先

「難民」として認定し，自国
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の移民のインセンティブを高

進諸国は，一般的に紛争地域

内に合法的に居住させる用意

める要因となりえるの

から入国した移民を

を持ち合わせている。

そのため，西欧諸国では難

ヨーロッパ諸国では，政

斥運動が起こるのが常であ

支払わずにあるいは税金の

ことから，税金を正しく納

らに，ヨーロッパ諸国に内

ロによってもいっそう強め

民としての移民をも多く抱え

権が交代する度に極右政党に

る。また，一般的に不法移民

支払いを免除されて各種の公

めている自国労働者は，常々

在する移民排斥ムードは，最

られている。以下に，「日本

ている。

よるこうした移民の排

並びに難民は，税金を

共サービスを享受する

不満を持っている。さ

近になって多発するテ

経済新聞」（ 年９月

日）に掲載された記事を一

ジダン選手が育った

の住民の九割を移民が

に極右のルペン候補が

りを開き，同候補の敗

その反極右の連帯は

くアルジェリア系移民

部抜粋して紹介する。

南仏マルセイユ市のカステラ

占め，大半がアルジェリア系

躍進した時，地域住民は「人

退に胸をなで下ろした。

一時的なものだったとコミュ

のラシッドさん（ ）は感じ

ーヌ地区。六千六百人

だ。五月の仏大統領選

権尊重」を訴える集ま

ニティ・センターで働

る。「私も友人もテロ

リストじゃない。でも

ではないかと思う」。警

ようになった。

トルコ系移民が二百

で十三万人おり，クロ

うトルコ人女性のシェ

一度アルジェリアに帰ったら

察当局による路上での尋問

万人住むドイツ。ベルリンに

イツベルク地区などに集中し

イランさん（ ）は「へジャブ

もう仏には戻れないの

にも神経をとがらせる

はトルコ国籍の人だけ

て居住する。大学に通

（スカーフ）をまとっ

ていた友人が嫌な言葉

言葉を濁す。

ベルリンのイスラム

公安当局に監視される

しなくなったイスラム

を浴びせられた。中身につい

連盟，ケシジ管理部長による

ようになった」。何か言えば

教組織はドイツで多い。

ては言いたくない」と

と「イスラムの組織は

誤解されると，広報を

（ ）



イスラム連

〇年に発足。

った。その翌

立命館経済学（ 巻特

盟は二十六のイスラム教関係

念願かなってイスラム教学校

日からは同時テロでマスメデ

別号５）

の団体の上部組織として一九

を開いたのが昨年の九月十日

ィア対応で忙殺される日々が

八

だ

続

いた。長年築

移民が一千

ム社会と西欧

に同化・融合

分たちの街を

いく人が大半

今月五日，

いてきた非イスラム組織との

万人以上住み，外国人を受け

社会との交流は小さい。移民

することを求められるにもか

つくり，「同じ学校に通い，

」とパリ北部に住むアルジェ

独ハイデルベルク近郊でドイ

交流は途絶えがちになった。

入れてきた欧州も，実はイス

社会の米国と異なり，西欧文

かわらず，移民は都市郊外に

同じ仲間と付き合い，結婚し

リア人女性は語る。

ツ生まれのトルコ人が爆弾テ

ラ

化

自

て

ロ

の準備をして

ラム社会は内

長年「白豪主義

式に非白人を差別

更し，特にアジア

った。約 万人

国のような移民排

いたとして逮捕された。政府

にこもる。両者の がさらに

」的な移民政策を採ってきた

する政策を廃止した。その

諸国からのヒト，モノ，カネ

の人口のうち，移民の数は約

斥運動は見受けられないが，

の疑心暗鬼は再び強まり，イ

広がる懸念がある。

オーストラリアは， 年に

後，「多文化主義」へと方針を

，文化が多く流入することと

％とも言われている。西欧

労働者を雇う際に非白人が差

ス

正

変

な

諸

別

を受けることはあ

しかし，移民国

（中南米系移民，ヒ

る大統領選のキャ

すブッシュ大統領

を与え，延長も認

る
）
。

家といわれるアメリカでは，

スパニック）が約 万人い

スティングボードを握るとさ

は， 年１月に「不法移民

める新しい移民政策」を発表

南西部を中心にしてラティー

る。彼らは，今年の秋に行わ

れている。そこで，再選を目

に３年間の期限付きで就労ビ

した。これに対して，ケリー

ノ

れ

指

ザ

上

院議員は，「一定

見を述べた。また

同じく安い授業料

働力人口の減少に

ることで税収の伸

の条件下で不法移民に永住権

，カンザス州では， 年

で州立大学へ入学できる条例

歯止めが掛からない現状にお

び悩みを解消することが狙い

を認める必要がある」という

７月に，「不法移民も一般州民

」が発効した。この条例は，

いて，移民を労働力人口に加

である。しかし， 年１月

意

と

労

え

に

（ ）



米 ， トゥデイ紙

査では，過半数が「移民の

移民国家であるアメリカ

移民と移民政策（吉田）

及びギャラップ社によって施

流入には反対」を表明した
）
。

やオーストラリアでさえも，

行された全米世論調

政府による移民受け入

れの促進を目的とした新移

わせるだけの経済効果を労

国際経済学の理論では，

る移民送出国からの移民労

送出国の所得が同時に上昇

理論的に説明する。

民政策の施行が，早急に労働

働市場において発生させにく

先進諸国のような移民受入国

働者を受け入れることによっ

することが証明されている。

力人口の減少を埋め合

い状況となっている。

が，途上国に代表され

て，移民受入国と移民

次節では，このことを

本節では， （

介する。労働受入国（以下，

される世界を想定する。各

する。各国は，単一の財を

２．国際労働移動論

）のモデルを用いて，国

自国）と労働送出国（以下，

国には，労働と資本の２つの

労働と資本の２生産要素を用

際労働移動の理論を紹

外国）の２国から構成

生産要素が一定量存在

いて，規模に関して収

穫一定という生産技術を用

各国で生産される財をニュ

完全競争が行われている。

以下のように定義する。

， ，

，

いて生産する。各国の生産要

メレール（価値基準財）とする

そこで，各国に存在する完全

，

素は完全雇用される。

。各国内の財市場は，

競争企業の生産関数を

（ ．）

（ ．）

ただし， 自国の財の生産

口， 自国の資本の使用

用量である。＊の付く変数

が，費用が最小となるよう

労働の限界生産物に等しく

量， 外国の財の生産量

量， 外国の労働力人口，

は全て外国の経済に関するも

に労働と資本の雇用量を選択

なる。

， 自国の労働力人

外国の資本の使

のである。各国の企業

することから，賃金は

（ ）



立命館経済学（ 巻特

図１ 賃金と労働移

別号５）

動

ただし，添え字は

， ，

， ，

，その変数で偏微分したこ

（ ．

（ ．

とを表す。（ ．）と（ ．）は，

）

）

そ

れぞれ，各国の企

量を選択すること

になる。

図１の縦軸に，

並びに

は，自国と

業が賃金と労働の限界生産物

を意味している。このことを

それぞれ，自国と外国の限

は，自国並びに外国の労働

外国の限界生産物と雇用量と

が等しくなるように労働の雇

，図で表すと以下の図１のよ

界生産物が測られている。線

の雇用量を表す。線分

の関係を示す。線分 が右

用

う

分

と

下

がりに，線分

生産物が逓減す

と定義する。ここ

労働が存在する国

与えられた生産

が左下がりになるのは，

るからである
）
。自国並びに外

で， を仮定する。つ

であると言える。この場合に

要素は完全雇用されるから

雇用量が増加するにつれて限

国の初期労働賦存量を， ，

まり，外国は自国よりも豊富

，外国は労働豊富国である。

，自国の実質所得は の

界

に

面

（ ）



積に，外国の実質所得は

働の所得は，それぞれ，

と外国の資本の所得は，

移民と移民政策（吉田）

の面積に等しくなる

と の面積に等し

と の面積となる。

。自国並びに外国の労

くなる。また，自国

図１において，自国と外

関係になっている。したが

外国の労働者はより高い賃

国の賃金が等しくなるまで

動はなくなる。したがって

り，移民労働者が ぐ総所

最終的に，自国と外国の

国の賃金は， と である

って，両国間で労働の移動が

金を求めて，自国へ移動する

続く。そして，賃金が に

，自国における移民労働者の

得は の面積に等しくな

実質所得は， と

から， という

自由化されるならば，

であろう。それは，両

なったところで労働移

数は，線分 とな

る。

の面積に等し

くなる。これらの自国と外

比較してみると，それぞれ

の面積

の面積

（ ．）と（ ．）から，自国と

よって，自国並びに外国の

することが判明した。

国の実質所得を，労働移動が

，以下のようになる。

の面積 の面積

の面積 の

外国の間において国際労働移

実質所得が，労働移動がない

ないときの実質所得と

， （ ．）

面積． （ ．）

動が発生することに

ときと比較して，増加

さて，自国労働者の賃金

ことを，図１から確認でき

を余儀なくされていること

働者が移民労働者の流入に

完全雇用という仮定を緩

自国労働者がこの自由化後

は，労働移動が自由化される

る。これは，自国労働者がよ

を意味する（ ）。この

反対する一つの理由である
）
。

めることによって，労働移動

の賃金 で働きたくないと

ことによって下落する

り低い賃金で働くこと

賃金の下落は，自国労

の自由化後に，一部の

主張し自発的に失業す

ると新たに仮定する。さら

すると，さらに外国人労働

この自国労働者の自発的な

働市場において雇用機会が

おける賃金は であった

に，外国にも自発的失業者が

者が自国に流入することにな

失業者の数は線分 に相

発生することになる。労働移

から，外国人労働者はより高

存在すると仮定する。

ろう。図１においては，

当し，よって自国の労

動の自由化前の外国に

い賃金を受け取ること

（ ）



が出来る自国（労

おける移民労働者

したがって，労

立命館経済学（ 巻特

働送出国）で働こうとするは

の数は，線分 から線分

働移動の自由化後の自国と外

別号５）

ずである。したがって，自国

へ増加することになる。

国の実質所得は，図１におい

に

て

と

は，完全雇用の仮

面積へ増加するこ

の実質所得を比較

の面積に等しくな

定を緩める前と比較すると，

とも確認できる。労働移動の

すると以下のようになる。

の面積 の面積

の面積 の面

る。また，移民労働者の総所

の面積から

自由化以前と後との自国と外

の面積 の面

， （ ．

積

得

の

国

積

）

の

（ ．）から自国の

できないことがわ

相当）が

業保険の給付を自

修正される。

面積 の面積 ．

実質所得は，労働移動の自由

かる。しかし，自国の自発的

の面積（ 失業保険の給

国政府から受けると仮定す

の面積 の面積

（ ．

化後に増えるのかどうかは確

失業者（図１の線分 の長

付割合（ ））に相当する

るならば，（ ．）は以下のよう

）

定

さに

失

に

の

給付割合 が上昇

かし，自国政府の

働者の所得税

れる。

面積 の

するにつれて，（ ）の符号は

予算制約を考慮することによ

で賄うと仮定するな

の面積 の面積

面積． （

正になる可能性が増大する。

って，失業保険の予算を自国

らば，（ ）は以下のように修正

）

し

労

さ

の

そこで，自国の

の

すると（ ）は以下

面積 の

予算制約が以下のように満た

面積 の面積．

のように変更される。

の面積 の面積

面積 の面積．（

されると仮定する。

（

の面積 の面

）

）

積

（ ）



（ ）は（ ．）と本質的に同じ

雇用機会が移民労働者に取

移民と移民政策（吉田）

．

である。結局は，自発的失業

って代わられたことにより，

（ ）

をした自国労働者の

労働移動が自由化され

た後の実質所得の増加分

（ の面積）によって

また，移民労働者が自国

の外国の賃金 よりも高

の賃金 が自国の労働者が

者はその賃金 で進んで働

において移民労働者に自国

（ の面積）は，新たな

削減されることになる。

で受け取る賃金 は，労働

い（図１参照）。したがって，

進んで働きたくない水準で

こうとする。この状況に限

の労働者が雇用機会を奪われ

移民労働者の所得

移動が自由化される前

一般的には，仮に自国

あっても，外国人労働

って，自国の労働市場

る可能性が発生する。

自国の企業もまた費用が最

賃金で働いてくれる移民労

りますます自国労働者の雇

自国労働者が移民労働者

る賃金の下落，雇用機会の

小となるように労働と資本を

働者を積極的に雇うことにな

用機会が奪われるのは必至で

の流入に反対するのは，主に

減少の２つの要因にあると言

雇うために，より低い

るであろう。これによ

ある。

移民労働者の流入によ

えるであろう。

第１節でも述べたように

禁止している。したがって

処罰（ ）と

締まっている。国境検問は

３．移民労働者の現状

，先進諸国は単純労働者とし

，先進国の多くは，国境検問

いう２つの査察政策によって

入国許可証（パスポートやヴィ

ての移民の受入を原則

（ ）と雇主

これらの移民を取り

ザ）を持たずに越境し

ようとする移民を逮捕する

されることなく入国できた

止し，もしそれを発見した

アメリカ議会では，

）を制定した。こ

ことを目的とする。また，雇

移民が労働受入国の企業で不

際には雇主に一定額の罰金を

年に移民修正管理法（

の法律はアメリカ国内に存

主処罰はひとたび逮捕

法に就労することを禁

課すというものである。

在する不法移民の数を，

（ ）



次の４つの手段で

故意に不法

国境検問に

立命館経済学（ 巻特

削減することを目的とする

移民を雇った雇主に対して罰

予算を追加すること。

別号５）

（ （ ））

金を課す（雇主処罰）。

アムネステ

滞在を続け

不法農業労

グラム（

アメリカ議会は

アメリカの企業が

る移民労働者を積

ィ（ ），すなわち，

てきた外国人にアメリカでの

働者に，特別農業労働者とし

， 年以前は の雇主処罰

生産コストをより安く出来る

極的に雇うことに賛成してい

年１月１日以前に入国後不

永住権を認めること。

て知られている特別合法化プ

）を適用すること。

を制定していなかった。これ

ために，安い賃金で働いてく

たからである。しかし，アメ

法

ロ

は，

れ

リ

カの移民局の予算

とから赤字続きと

制定されたのであ

が初めて構築され

た。因みに初犯の

た，同じ犯行を繰

雇主処罰は，ア

は，職員の給料並びに の国

なるために，これを少しでも

る。移民局が不法移民の雇主

たことで，当時としてはこの

場合で，雇主には

り返すと，６ヶ月以内の囚人

メリカの他に，ドイツ，フラ

境検問に多くの費用が掛かる

解消するために の雇主処罰

から罰金を徴収できるシステ

雇主処罰は画期的な法律であ

の範囲で罰金が課され，

刑が待っている。

ンス，オーストリア，オラン

こ

が

ム

っ

ま

ダ，

スウェーデン，ノ

ている。また，日

り込まれた。

先進諸国の移民

（

ルウェー，イタリア，ハンガ

本でも， 年６月に施行し

政策（法）は，時を経て改正

」

リー等の欧米諸国でも施行さ

た入国管理法で，雇主処罰が

されている。拙著「

）にも，先進諸国

れ

盛

の

移民政策の変遷がより詳しく紹介されている。

（ ）
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４．結 語

本稿では，近年，先進諸

進国）労働者との関係を現状

なぜ外国人労働者の受入に

第１節でも述べられたよ

の受入を原則禁止している

ス産業へ移行してきたこと

国で増加の一途を辿っている

と理論の両面から分析した

反対するのかを，第２節で理

うに，先進諸国は未熟練労働

。また，近年，先進諸国の経

を反映して，移民法の改正が

移民労働者と自国（先

。また，自国労働者が

論的に説明した。

者としての移民労働者

済が重工業からサービ

見られるようになった。

アメリカ議会は， 年に

で「 」ビザの発給枠が

典型的な職業は，建築家，

医者，大学教授である。さ

人から 人へ，

い主は ビザ保有者を

ればならない
）
。

移民法（ ）を制

年間で６万５千人とされた

エンジニア，コンピュータ・

らに， ビザの発給枠は

また， 年には 人

雇う際に ＄ をアメリカ

定した。この移民法

。 が対象とする

プログラマー，会計士，

， 年と 年に

へ引き上げられた。雇

移民局に支払わなけ

日本では近い将来に「少

を積極的に受け入れるべき

マレーシア，フィリピンの

と経済連携協定（ ）を

７月 日））。特にサウジアラ

ピンは，日本に看護師の受

子高齢化社会」となることに

であるとの指摘がある。そこ

東南アジア諸国連合（

締結する準備を進めている（

ビアやイギリスへ多数の看

け入れを強く求めている。そ

伴って，外国人労働者

で，日本政府はタイ，

）加盟３ヶ国や韓国

「日本経済新聞」（ 年

護師を派遣したフィリ

こで日本政府はこれら

の国から看護師や介護福祉

に設定し，政府が指定する

開放にとどめる方針である

ドイツ政府は， 年に

術 ）

士を受け入れる際に，受け入

病院で研修を受けるなどの制

（「日本経済新聞」（ 年７月１

，欧州域外特にインドやロシ

技術者のうち１―２万人を対

れ人数の上限を国ごと

約を設ける方向で部分

日））。

アからの （情報技

象に，３―５年間有効

（ ）



の特別労働許可証

た（「日本経済新聞

まった。ドイツで

立命館経済学（ 巻特

を発行する「グリーンカード

」（ 年２月 日））。しかし

は，伝統的にドイツ人労働者

別号５）

」制度を採用することを決定

， 年の適用者は 人に

を保護する傾向にあったが，

し

止

ア

メリカに比べて遅

従来の政策の転換

が続いていること

第２節でも分析

によって実質所得

ではその産業並び

に部分的に労働市

れている 関連への対応を

を迫られたと言えよう。しか

から，保守系野党から反発が

されたように，労働受入国は

は上昇することが明らかにさ

に社会構造の変化に合わせて

場の門戸を開くという形で移

早急に行う必要性があるため

し，恒常的に ％以上の失業

出ている。

外国人労働者を受け入れるこ

れているが，実際には先進諸

，職種を限定して外国人労働

民政策を改定しているという

に，

率

と

国

者

こ

とがわかる。外国

になるには，先進

持つ必要があると

）「朝日新聞

） この段落の

人労働者の受け入れが職種に

国の労働者が外国人労働者に

いえるだろう。

注

」（ 年２月 日）を参照した

内容は，「日本経済新聞」（

関係なく完全に認められるよ

対する人種を超えた深い理解

。

年６月５日）を参照した。

う

を

） ここでは

） 第１節をも

） アメリカ

（ ）のウ

「朝日新聞」（

「日本経済新聞」

と を意味している

参照のこと。

の移民法については，

ェブサイト（
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